
裏面に用地交渉の進め方に
ついて記載しています。























　　用地取得交渉に関しては、下記により実施いたしますので、よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　
　１　用地取得交渉は必ず２人以上で行います。その際、職員（又は業務受託者）は、携帯
　　している身分証明書を提示させていただきます。

　２　いかなる場合であっても、職員（又は業務受託者）が皆様に、職員の口座への振り込
　　みを依頼したり、現金の受け渡し等を行うことはありません。また、職員（又は業務受
　　託者）が、別途手数料の名目などで金銭等の負担を求めることも一切ありません。

　３　この用地取得交渉で取得した個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保
　　護に関する法律に基づき保護いたします。

　
　　　　疑問点がございましたら、上記各事務所　事務副所長又は総務課長へ
　　　　お問い合わせください。
　


